
行
政
の
規
制
権
限
不
行
使
に
よ
る

国
家
賠
償
責
任
を
認
め
た
事
例

(そ
の
2
)

ー
水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敷
之

け
た
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
賠
法
一
条
に
反
し
違
法

と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る

(最
判
平
成
元
年
三

月
二
四

自
民
集
四
三
巻
一
〇
号
一
、
一
六
九
頁
、
最
判
平
成
七
年

六
月
二
三
日
民
集
四
九
巻
六
号
一
、
六
〇
〇
頁
)。
本
件

も
そ
の
判
断
基
準
を
踏
襲
す
る
。

本
件
の
一
審
判
決
は
、
チ
ッ
ソ
の
責
任
の
み
を
認
め
、

国
及
び
県
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
し
た
。

二
審
判
決
は
、
昭
和
三
四
年
三

月
の
時
点
で
、
国
及

び
県
に
お
い
て
、
水
俣
病
の
原
因
が
有
機
水
銀
化
合
物
で

あ
り
、
そ
の
排
出
源
が
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の
ア
セ
ト
ア
ル

デ
ヒ
ド
製
造
施
設
で
あ
る
こ
と
を
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
水
俣

病
の
被
害
防
止
の
た
め
に
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
非

常
事
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
水
質
二
法

(公
共

用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
法
律
、
工
場
排
水
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
)、
県
の
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
い

て
、
上
記
施
設
か
ら
の
排
水
を
規
制
す
る
権
限
を
行
使
す

べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
が
違
法
と
な
る
と
判

断
し
て
、
チ
ッ
ソ
に
加
え
、
国
及
び
県
に
対
す
る
原
告
ら

の
請
求
を
一
部
認
容
し
た
。

は
じ
め
に

本
件
は
、
か
つ
て
水
俣
湾
周
辺
地
域
に
居
住
し
、
そ
の

後
関
西
方
面
に
転
居
し
た
あ
と
、
水
俣
病
で
あ
る
と
主
張

す
る
者
及
び
そ
の
承
継
人
ら
が
、
国
及
び
熊
本
県
を
相
手

と
し
て
国
賠
法
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償

(行
政
の
規
制

権
限
不
行
使
)
を
請
求
し
た
事
例
で
あ
る

(本
稿
で
は
、

国
及
び
県
の
上
告
受
理
申
立
て
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上

げ
、
先
月
号
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
除
斥
期
間
の
起
算

点
に
つ
い
て
も
触
れ
る
)。

先
月
号
に
引
き
続
き
、
行
政
の
規
制
権
限
不
行
使
が
違

法
と
さ
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
政
の

権
限
不
行
使
の
違
法
性
を
争
う
訴
訟
の
最
大
の
争
点
は
、

被
害
の
発
生
拡
大
に
つ
い
て
の
国
･
地
方
公
共
団
体
の
責

任
の
有
無
で
あ
る
。
規
制
権
限
不
行
使
の
違
法
性
に
関
し

て
は
、
従
来
の
最
高
裁
判
例
で
は
、
規
制
権
限
を
定
め
た

法
令
の
趣
旨
、
目
的
、
当
該
権
限
の
性
質
等
に
照
ら
し
、

具
体
的
事
情
の
下
に
お
い
て
、
当
該
権
限
の
不
行
使
が
許

容
さ
れ
る
限
度
を
逸
脱
し
て

｢著
し
く
不
合
理
と
認
め
ら

れ
る
と
き
｣
は
、
当
該
権
限
の
不
行
使
に
よ
り
被
害
を
受

原
判
決
に
対
し
、
国
は
、
上
告
受
理
申
立
て
理
由
と
し

て
、
権
限
を
行
使
す
る
か
否
か
は
、
技
術
的
、
政
策
的

な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
等
を
主
張
し
た
。

し
か
し
、
本
判
決
は
、
水
質
二
法
に
基
づ
く
規
制
権

限
は
、
公
共
用
水
域
の
水
質
を
保
全
し
て
公
衆
衛
生
の

向
上
に
寄
与
す
る
と
い
う
法
目
的
を
勘
案
し
、
チ
ッ
ソ

水
俣
工
場
の
排
水
に
よ
り
周
辺
住
民
に
重
大
な
健
康
被

害
が
継
続
的
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
周
辺
住
民
に
は

排
水
を
止
め
る
た
め
の
有
効
な
手
段
が
な
く
、
国
に
よ

る
権
限
行
使
の
必
要
性
や
そ
れ
に
対
す
る
期
待
が
大
き

か
っ
た
こ
と
と
い
っ
た
具
体
の
事
情
を
踏
ま
え
、
原
判

決
が
、
国
全
体
と
し
て
水
俣
病
に
対
応
す
る
措
置
が
遅

れ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
判
示
し
、
原
審
の
判
断
を

是
認
し
て
い
る
。

以
下
、
本
判
決
を
紹
介
す
る
。

争
点

1

国
が
健
康
被
害
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
水
質
二
法
の

規
制
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
が
国
賠
法

一
条

一
項
の
適
用
上
達
法
と
な
る
か
。

2

熊
本
県
が
健
康
被
害
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
漁
業

調
整
規
制
の
規
制
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
が

国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上
達
法
と
な
る
か
。

3

水
俣
病
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
き
民
法
七
二
四
条

後
段
所
定
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
、
加
害
行
為
時

か
、
損
害
発
生
時
か
。



る
、
原
審
は
、
そ
の
適
用
を
否
定
し
た
。

上
告
人
ら
の
論
旨
は
、
原
審
の
上
記
判
断
は
、
上

記
各
規
定
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、
法

令
に
違
反
す
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ア

民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
除
斥
期
間
は
、

｢不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
二
十
年
｣
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
損
害
が
発
生

す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
時
が

そ
の
基
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
身

体
に
蓄
積
す
る
物
質
が
原
因
で
人
の
健
康
が
害
さ

れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間
が

経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
疾
病
に
よ
る
損
害

の
よ
う
に
、
当
該
不
当
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損

害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当

の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合

に
は
、
当
該
損
害
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
発
生
し

た
と
き
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
損
害

の
発
生
を
待
た
ず
に
除
斥
期
間
が
進
行
す
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
著
し
く
酷

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
加
害
者
と
し
て
も
、
自

己
の
行
為
に
よ
り
生
じ
得
る
損
害
の
性
質
か
ら
み

て
、
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生

し
、
被
害
者
か
ら
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
を
予
期
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
え
る
か
ら
で
あ
る
。
原
審
の
判
断
は
、
以
上
の

趣
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
、
是
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

上
記
見
解
に
立
っ
て
本
件
を
見
る
と
、
本
件
患

者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
水
俣
湾
周
辺
地
域
か
ら
他
の
地

域
へ
転
居
し
た
時
点
が
各
自
に
つ
い
て
の
加
害
行

為
の
終
了
し
た
時
で
あ
る
が
、
水
俣
病
患
者
の
中

に
は
、
潜
伏
期
間
の
あ
る
い
わ
ゆ
る
遅
発
性
水
俣

病
が
存
在
す
る
こ
と
、
遅
発
性
水
俣
病
の
患
者
に

お
い
て
は
、
水
俣
湾
又
は
そ
の
周
辺
海
域
の
魚
介

類
の
摂
取
を
中
止
し
て
か
ら
四
年
以
内
に
水
俣
病

の
症
状
が
客
観
的
に
現
れ
る
こ
と
な
ど
、
原
審
の

認
定
し
た
事
実
関
係
の
下
で
は
、
上
記
転
居
か
ら

遅
く
と
も
四
年
を
経
過
し
た
時
点
が
本
件
に
お
け

る
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
し
た
原
審
の
判

断
も
、是
認
し
得
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
上
告
人
ら
の
論
旨
も
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
先
月
号
に
引
き
続
き
、
行
政
の
規
制
権
限
不
行

使
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
た
最
近
の
二
事
例
を
紹

介
し
た
。
本
件
の
最
大
の
争
点
は
、
水
俣
病
被
害
の
発
生

拡
大
に
つ
き
国
及
び
県
が
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
で
あ

り
、
規
制
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
の
違
法
性
が
争

わ
れ
た
。
国
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
先
述

｢は
じ
め
に
｣

に
記
し
た
と
お
り
、
水
質
二
法
の
目
的
、
周
辺
住
民
の
深

刻
な
健
康
被
害
の
継
続
的
発
生
、
国
の
権
限
行
使
へ
の
周

辺
住
民
の
期
待
等
の
具
体
事
情
を
勘
案
し
、
｢権
限
を
行

使
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
原
判
決
を
破
棄
す
べ
き

理
由
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
も
の
｣
(長
谷
川
浩
二
=

最
高
裁
判
所
調
査
官

･
ジ
ュ
リ
ス
ト
Z
o｣
9の④

と
考
え

ら
れ
、
一
方
、
県
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
｢住
民
の
健
康

保
持
等
が
県
漁
業
調
整
規
則
の
直
接
の
目
的
と
さ
れ
て
な

い
｣
と
し
た
上
で
、
｢究
極
の
目
的
は
魚
介
類
を
摂
取
す

る
者
の
健
康
保
持
に
あ
る
｣
と
し
、
｢法
令
の
目
的
を
柔

軟
か
つ
実
質
的
に
解
し
て
住
民
の
安
全
確
保
を
図
っ
た
も

の
と
評
価
｣
(同
)
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
期
間
が
除
斥
期
間

で
あ
る
こ
と
は
判
例
上
明
ら
か
で
あ
る
が

(最
判
平
成
元

年
一
二
月
二
一
日
)、
そ
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
水
俣

病
、
じ
ん
肺
と
も
に
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る

損
害
性
質
上
加
害
行
為
の
終
了
か
ら
相
当
期
間
経
過
後
に

損
害
が
発
生
し
、
損
害
発
生
時
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
筑
豊
じ
ん
肺
訴
訟
判
決

(最
判
平
成
一
六
年
四
月
二

七
日
)、
本
判
決
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る

(た
だ
し
、

公
健
法
認
定
患
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
疾
病
罹
患
認
定
時

が
民
法
七
二
四
条
前
段
所
定
の
消
滅
時
効
の
起
算
点

｢損

害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
り
タ
ル
時
｣
に
該
当
す
る
か
否
か
争

い
あ
り
)。



二

判
決

主
文

D

本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

め

上
告
費
用
は
上
告
人
の
負
担
と
す
る
。

三

理
由

1

事
実
関
係
の
概
要

①
水
俣
病
は
、
水
俣
湾
又
は
そ
の
周
辺
海
域
の
魚
介

類
を
多
量
に
摂
取
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
中
毒

性
中
枢
性
神
経
疾
患
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
症
状
と

し
て
は
、
感
覚
障
害
、
運
動
失
調
、
求
心
性
視
野
狭

さ
く
、
聴
力
障
害
、
言
語
障
害
等
が
あ
る
。
こ
こ
の

患
者
に
は
重
症
例
か
ら
軽
症
例
ま
で
多
様
な
形
態
が

見
ら
れ
、
症
状
が
重
篤
な
と
き
は
、
死
亡
す
る
に
至

る
。水

俣
病
の
原
因
物
質
は
、
有
機
水
銀
化
合
物
の
一

種
で
あ
る
メ
チ
ル
水
銀
化
合
物
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

チ
ッ
ソ
株
式
会
社

(昭
和
四
〇
年
に
称
号
を
変
更
す

る
前
の
商
号
は
、
新
日
本
窒
素
肥
料
株
式
会
社
。
以

下

｢チ
ッ
ソ
｣
と
い
う
。)
水
俣
工
場
の
ア
セ
ト
ア

ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
内
で
生
成
さ
れ
、
同
工
場
の
排

水
に
含
ま
れ
て
工
場
外
に
流
出
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
水
俣
病
は
、
こ
の
メ
チ
ル
水
銀
化
合
物
が
、
魚

介
類
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
、
そ
の
魚
介
類
を
多
量
に

摂
取
し
た
者
の
体
内
に
取
り
込
ま
れ
、
大
脳
、
小
脳

な
ど
に
蓄
積
し
、
神
経
細
胞
に
障
害
を
与
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
疾
病
で
あ
る
。

②
本
件
患
者
ら
は
、
か
つ
て
水
俣
湾
周
辺
地
域
に
居

住
し
、
水
俣
湾
又
は
そ
の
周
辺
海
域
の
魚
介
類
を
摂

取
し
て
い
た
。
本
件
患
者
ら
の
う
ち
、
N
男

(患
者

番
号
エ
ハ
)、
B
子
、
K
子
、
L
男
、
M
子
、
0
男
、

P
男
、
J
子
は
昭
和
三
四
年
一
二
月
末
ま
で
に
、
そ

れ
以
外
の
者
は
昭
和
三
五
年
一
月
以
降
に
、
関
西
方

面
に
転
居
し
た
。

③
昭
和
三
一
年
五
月
一
日
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
付
属

病
院
の
医
師
が
、
水
俣
保
健
所
に
対
し
、
水
俣
市
内

に
お
い
て
脳
症
状
を
呈
す
る
原
因
不
明
の
患
者
が
発

生
し
た
旨
の
報
告
を
し
た
。
公
的
機
関
が
水
俣
病
の

存
在
を
認
識
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
り
、
こ

の
時
が
水
俣
病
の

｢公
式
発
見
｣
と
呼
ば
れ
る
。
こ

の
報
告
を
受
け
た
水
俣
保
健
所
等
が
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
昭
和
二
八
年
こ
ろ
か
ら
同
様
の
症
状
を
呈
す

る
患
者
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
昭
和
三
二
年
一
月

の
時
点
で
五
四
名
の
患
者
が
発
生
し
、
う
ち
一
七
名

が
死
亡
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

④
水
俣
病
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
上
記
公
式
発
見
以

降
、
水
俣
保
健
所
、
熊
本
大
学
医
学
部
の
水
俣
病
研

究
班

(以
下

｢熊
本
大
研
究
班
｣
と
い
う
。)、
厚
生

省

(以
下
、
省
庁
名
、
官
職
名
等
は
、
い
ず
れ
も
当

時
の
も
の
で
あ
る
。)
の
厚
生
科
学
研
究
班
等
に
よ

り
、
調
査
や
研
究
が
行
わ
れ
た
。
原
因
究
明
は
困
難

を
極
め
た
が
、
昭
和
三
一
年
一
一
月
開
催
の
熊
本
大

研
究
班
の
研
究
報
告
会
に
お
い
て
魚
介
類
と
の
関
係

が
一
応
疑
わ
れ
る
と
の
報
告
が
さ
れ
、
昭
和
三
二
年

一
月
開
催
の
国
立
公
衆
衛
生
院
で
の
上
告
人
国
、
上

告
人
県
の
関
係
者
も
参
加
し
た
合
同
研
究
会
に
お
い

て
魚
介
類
と
の
摂
取
が
原
因
で
あ
る
と
の
一
応
の
結

論
に
達
し
た
。
上
告
人
県
は
、
水
俣
市
の
住
民
に
対

し
て
水
俣
湾
の
魚
介
類
を
摂
取
し
な
い
よ
う
に
呼
び

掛
け
る
と
と
も
に
、
湾
内
で
の
漁
業
を
自
制
す
る
よ

う
、
地
元
の
漁
業
協
同
組
合
に
申
し
入
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
行
政
指
導
の
結
果
、
昭
和
三
一
年
一
二
月
以

降
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
新
た
な
患
者
の
発
生
が
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
昭
和
三
四
年
七
月
開
催
の
厚
生

科
学
研
究
班
の
研
究
報
告
会
に
お
い
て
、水
俣
病
は
、

感
染
症
で
は
な
く
、
中
毒
症
で
あ
り
、
何
ら
か
の
化

学
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
魚
介
類
を
多
量
に
摂

取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
も
の
で
あ
る
と
の

結
論
が
示
さ
れ
た
が
、
原
因
物
質
が
何
で
あ
る
か
は

不
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
当
時
は
、
マ
ン
ガ
ン
、
タ
リ

ウ
ム
、
セ
レ
ン
等
の
物
質
が
疑
わ
れ
て
い
た
。

昭
和
三
三
年
六
月
開
催
の
衆
議
院
社
会
労
働
委
員

会
に
お
い
て
、
厚
生
省
環
境
衛
生
部
長
は
、
水
俣
病

の
原
因
物
質
は
水
俣
市
の
肥
料
工
場
か
ら
流
出
し
た

と
推
定
さ
れ
る
と
の
発
言
を
し
た
。
ま
た
、
同
年
七

月
、
同
省
公
衆
衛
生
局
長
は
、
関
係
省
庁
及
び
上
告

人
県
に
対
し
て
発
し
た
文
書
に
よ
り
、
水
俣
病
は
あ



る
種
の
化
学
毒
物
に
よ
っ
て
有
毒
化
さ
れ
た
魚
介
類

を
多
量
に
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
も
の

で
あ
り
、
肥
料
工
場
の
廃
棄
物
に
よ
っ
て
魚
介
類
が

有
毒
化
さ
れ
る
と
推
定
し
た
上
で
、
水
俣
病
の
対
策

に
つ
い
て
一
層
効
率
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要

望
し
た
。
他
方
、
通
商
産
業
省

(以
下

｢通
産
省
｣

と
い
う
。)
軽
工
業
局
長
は
、
同
年
九
月
こ
ろ
、
厚

生
省
に
対
し
、
水
俣
病
の
原
因
が
確
定
し
て
い
な
い

現
段
階
に
お
い
て
断
定
的
な
見
解
を
述
べ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
申
し
入
れ
た
。

◎
昭
和
三
三
年
八
月
、
新
た
な
水
俣
病
患
者
の
発
生

が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
患
者
は
、
水
俣
湾
の
魚
介
類

を
自
ら
捕
獲
し
て
、
多
量
に
摂
取
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
上
告
八
県
は
、
水
俣
湾
の
魚
介
類
を
摂
取
し
な

い
こ
と
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
べ
く
、
住
民
に
対
し
て

改
め
て
広
報
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
地
元
の
漁
業

協
同
組
合
に
対
し
漁
業
を
自
粛
す
る
よ
う
申
し
入
れ

た
。

⑥
昭
和
三
三
年
八
月
、
チ
ッ
ソ
は
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ

ヒ
ド
製
造
設
備
か
ら
の
排
水
の
放
出
経
路
を
、
水
俣

湾
内
に
あ
る
百
間
港
か
ら
湾
外
の
水
俣
川
河
口
付
近

へ
と
変
更
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
三
四
年
三
月
以

降
、
水
俣
湾
外
の
海
域
で
漁
獲
さ
れ
た
魚
介
類
を
多

食
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
も
水
俣
病
の
発
症
が
確
認

さ
れ
、
湾
外
の
魚
介
類
も
危
険
視
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

の
昭
和
三
四
年
三
月
刊
行
の
熊
本
大
研
究
班
の
報
告

書
に
、
水
俣
病
の
症
状
が
有
機
水
銀
中
毒
に
症
状

(い
わ
ゆ
る
ハ
ン
タ
ー
･
ラ
ッ
セ
ル
症
候
群
)
と
一

致
す
る
旨
を
述
べ
た
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
熊
本
大

研
究
班
は
、
そ
の
後
も
調
査
研
究
を
続
け
、
同
年
七

月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
研
究
報
告
会
に
お
い
て
、

水
俣
病
は
現
地
の
魚
介
類
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
神
経
系
疾
患
で
あ
り
、
魚
介
類

を
汚
染
す
る
毒
物
と
し
て
は
水
銀
が
極
め
て
注
目
さ

れ
る
に
至
っ
た
と
発
表
し
た
。

ま
た
、
厚
生
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
食
品
衛
生

調
査
会
の
特
別
部
会
と
し
て
昭
和
三
四
年
一
月
に
発

足
し
た
水
俣
食
中
毒
部
会
は
、
同
年

一
〇
月
六
日
、

水
俣
病
は
有
機
水
銀
中
毒
症
に
酷
似
し
て
お
り
、
そ

の
原
因
物
質
と
し
て
は
水
銀
が
も
っ
と
も
重
要
視
さ

れ
る
と
の
中
間
報
告
を
行
っ
た
。

③
上
告
人
ら
が
把
握
し
て
い
た
昭
和
三
四
年
八
月
現

在
の
水
俣
病
患
者
の
発
生
状
況
は
、患
者
数
七
一
名
、

死
亡
者
二
人
名
で
あ
っ
た
。
通
産
省
は
、
そ
の
こ
ろ
、

水
俣
病
が
現
地
に
お
い
て
極
め
て
深
刻
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
に

対
し
、
口
頭
で
、
水
俣
川
河
口
へ
の
排
水
路
を
廃
止

す
る
こ
と
、
排
水
処
理
装
置
の
完
備
を
急
ぐ
こ
と
、

原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
に
充
分
協
力
す
る
こ
と
を

求
め
る
行
政
指
導
を
行
っ
た
。
ま
た
、
通
産
省
は
、

同
年
一
○
月
末
か
ら
三

月
に
か
け
て
、
厚
生
省
公

衆
衛
生
局
長
、
水
産
庁
長
官
等
か
ら
、
チ
ッ
ソ
水
俣

工
場
の
排
水
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
至
急
講
ず
る

よ
う
求
め
る
旨
の
要
望
を
受
け
た
の
で
、
チ
ッ
ソ
の

社
長
当
て
に
文
書
を
送
付
し
て
、
一
刻
も
早
く
排
水

処
理
施
設
を
完
備
す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
た
。

昭
和
三
四
年
三
一月
、
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
、
セ
デ

ィ
フ
ロ
ー
タ
ー
を
主
体
と
す
る
排
水
浄
化
装
置
が
チ

ッ
ソ
水
俣
工
場
に
設
置
さ
れ
た
。
チ
ッ
ソ
は
、
こ
れ

に
よ
っ
て
工
場
排
水
が
浄
化
さ
れ
る
旨
を
強
調
し
た

が
、
こ
の
装
置
は
水
銀
の
除
去
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
多
少
の
化
学
知
識

の
あ
る
も
の
が
、上
記
装
置
の
設
計
図
等
を
見
れ
ば
、

容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑨
昭
和
三
四
年
一
二
月
、
熊
本
県
知
事
ら
の
あ
っ
せ

ん
に
よ
り
、
チ
ッ
ソ
と
熊
本
県
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
と
の
間
に
漁
業
補
償
に
関
す
る
契
約
が
、
水
俣
病

患
者
家
庭
互
助
会
と
の
間
に
見
舞
金
の
支
払
い
に
関

す
る
契
約
が
、
そ
れ
ぞ
れ
締
結
さ
れ
た
。

m

昭
和
三
四
年
当
時
の
総
水
銀

(有
機
水
銀
化
合
物

に
加
え
、
金
属
水
銀
、
幹
水
銀
化
合
物
を
含
む
も
の
)

の
一
般
的
な
定
量
分
析
技
術
に
お
い
て
は
、
0
･
0

一
皿
が
定
量
分
析
の
限
界
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

が
、
工
業
技
術
院
東
京
工
業
試
験
所
は
、
同
年
一
一

月
下
旬
こ
ろ
に
は
、
独
自
に
工
夫
し
た
方
法
に
よ
っ

て
総
水
銀
に
つ
い
て
0
･
0
0
一
柳
レ
ベ
ル
ま
で
定

量
分
析
し
得
る
技
術
を
有
し
て
い
た
。同
試
験
所
は
、



そ
の
こ
ろ
か
ら
昭
和
三
五
年
八
月
ま
で
の
間
、
通
産

省
の
依
頼
を
受
け
て
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の
排
水
中

の
総
水
銀
を
定
量
分
析
し
、
0
･
0
0
二
~
○
･
0

八
四
中
の
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
と
の
検
査
結
果
を

報
告
し
た
。

11

上
告
人
ら
は
、
遅
く
と
も
昭
和
三
四
年
三

月
末

こ
ろ
ま
で
に
は
、
水
俣
病
の
原
因
物
質
が
あ
る
種
の

有
機
水
銀
化
合
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
排
出
源
が
チ

ッ
ソ
水
俣
工
場
の
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
で

あ
る
こ
と
を
高
度
の
蓋
然
性
を
持
っ
て
認
識
し
得
る

状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
告
人
ら
に
お
い
て
、
そ

の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の
排
水
に
微

量
の
水
銀
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
定
量

分
析
は
可
能
で
あ
っ
た
し
、
チ
ッ
ソ
が
整
備
し
た
上

記
排
水
浄
化
施
設
が
水
銀
の
除
去
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き

た
。

物

昭
和
四
三
年
五
月
、
チ
ッ
ソ
は
、
水
俣
工
場
に
お

け
る
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
製
造
を
取
り
や
め
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
同
工
場
か
ら
メ
チ
ル
水
銀
化
合
物
が

排
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
同
年
九
月
、
上

告
入
国
は
、
水
俣
病
は
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の
ア
セ
ト

ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
内
で
生
成
さ
れ
た
メ
チ
ル
水

銀
化
合
物
が
原
因
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
旨
の
政

府
見
解
を
発
表
し
た
。
昭
和
四
四
年
、
水
俣
湾
及
び

そ
の
周
辺
海
域
に
つ
い
て
、
後
述
す
る
水
質
二
法
に

基
づ
く
指
定
水
域
の
指
定
等
が
さ
れ
た
。

る
も
の
を

｢指
定
水
域
｣
と
し
て
指
定
す
る
と
と
も

2

国
･
県
の
権
限
不
行
使
に
つ
い
て

(争
点
1
･
2
)

の
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
法
律

(昭

和
四
五
年
法
律
第
一
〇
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
も

の
、
以
下

｢水
質
保
全
法
｣
と
い
う
。)
及
び
工
場

排
水
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

(以
下
｢工
場
排
水

規
制
法
｣
と
い
う
。
ま
た
、
水
質
保
全
法
と
併
せ
て
、

｢水
質
二
法
｣
と
い
う
。)
は
、
昭
和
三
三
年
一
二
月

二
五
日
に
公
布
さ
れ
、
昭
和
三
四
年
三
月
一
日
に
施

行
さ
れ
た

(そ
の
後
、
水
質
二
法
は
、
昭
和
四
五
年

一
二
月
に
公
布
さ
れ
た
水
質
汚
濁
防
止
法
の
施
行
に

伴
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。)。
水
質
保
全
法
は
、
公
共
用

水
域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
な
ど
の
た
め
に
必
要
な

事
項
を
定
め
、
も
っ
て
産
業
の
相
互
共
和
と
公
衆
衛

生
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り

(同
法
一
条
)、
工
場
排
水
規
制
法
は
、
製
造

業
等
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
汚
水

等
の
処
理
を
適
切
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
用
水

域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る

(同
法

一
条
)。
水
質
二
法
に
よ
る
控
除
排

水
規
制
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

経
済
企
画
庁
長
官
は
、
公
共
用
水
域
の
う
ち
、
水

質
の
汚
濁
が
原
因
と
な
っ
て
関
係
産
業
に
相
当
に
被

害
が
生
じ
、
若
し
く
は
公
衆
衛
生
上
看
過
し
難
い
影

響
が
生
じ
て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
の
あ

に

(水
質
保
全
法
五
条
一
項
)、
当
該
指
定
水
域
に

係
る

｢水
質
基
準
｣
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(同
条
二
項
)。
水
質
基
準
と
は
、
｢特
定
施
設
｣
を

設
置
す
る
工
場
等
か
ら
指
定
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水

の
汚
濁
の
許
容
限
度
で
あ
り

(同
法
三
条
二
項
)
、

特
定
施
設
と
は
、
製
造
業
等
の
用
に
供
す
る
施
設
の

う
ち
、
汚
水
又
は
廃
水

(以
下
｢汚
水
等
｣
と
い
う
。)

を
排
出
す
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る

(工
場
排
水
規
制
法
二
条
二
項
)。
ま
た
、
主
務
大
臣

(特
定
施
設
の
種
類
ご
と
に
、
政
令
に
よ
り
定
め
ら

れ
る
。
同
法
二
一
条
一
項
)
は
、
工
場
廃
水
の
水
質

が
当
該
指
定
水
域
に
係
る
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、こ
れ
を
排
出
す
る
も
の
に
対
し
、

汚
水
等
の
処
理
方
法
に
関
す
る
計
画
の
変
更
、
特
定

施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
変
更
等
を
命
ず
る
こ

と

(同
法
七
条
)
、
汚
水
等
の
処
理
方
法
の
改
善
、

特
定
施
設
の
使
用
の
一
時
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と

(同
法
三
一条
)
等

の
、
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
工
場
排
水
に
関
し

て
規
制
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
主
務
大
臣
の
上
記
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
罰

則
を
科
さ
れ
る

(同
法
二
三
条
)。

②
熊
本
県
漁
業
調
整
規
則

(昭
和
二
六
年
熊
本
県
規

則
第
三
一
号
、
以
下
｢県
漁
業
調
整
規
則
｣
と
い
う
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
〇
年
熊
本
県
規
則
代



八
号
の
二
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
)
は
、
漁
業
法

た
者
及
び
健
康
被
害
が
拡
大
し
た
者
に
対
し
て
、
同

上
看
過
し
難
い
影
響
が
生
じ
た
り
し
た
と
き
、
又

(昭
和
三
七
年
法
律
第
一
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
も

項
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
判
断
し
た
。

は
そ
れ
ら
の
,

そ
れ
ミ

る
と
き
に
、
↓
茨
水
或

の
)
六
五
号
及
び
水
産
資
源
保
護
法
四
条
の
規
定
に

基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
水
産
動
植
物

の
繁
殖
保
護
、
漁
業
取
り
締
ま
り
そ
の
他
漁
業
調
整

を
図
り
、併
せ
て
漁
業
秩
序
の
確
立
を
期
す
る
た
め
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る

(県
漁
業
調
整
規
則
一
条
)。

県
漁
業
調
整
規
則
は
、
何
人
も
水
産
動
植
物
の
繁

殖
保
護
に
有
害
な
物
を
遺
棄
し
、
又
は
漏
せ
つ
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を

定
め
、
こ
れ
に
違
反
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
熊

本
県
知
事
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
除
害
に
必
要
な
設

備
の
設
置
を
命
じ
、
又
は
既
に
設
け
た
除
害
設
備
の

変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(同
規
則

三
二
条
)。
上
記
の
規
定
又
は
命
令
に
違

反
し
た
者
に
対
し
て
は
罰
則
が
科
さ
れ
る

(同
五
八

条
)。

③
原
審
は
、
前
記
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
、
チ

ッ
ソ
水
俣
工
場
の
排
水
に
つ
き
、
上
告
人
国
に
お
い

て
は
上
記
の
水
質
二
法
に
基
づ
く
規
制
権
限
を
、
上

告
人
県
に
お
い
て
は
上
記
の
県
漁
業
調
整
規
則
に
基

づ
く
規
制
権
限
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
使
し
な
か
っ
た
こ

と
が
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
で
あ
る

と
し
て
、
昭
和
三
五
年
一
月
以
降
に
水
俣
湾
又
は
そ

の
周
辺
海
域
の
魚
介
類
を
摂
取
し
て
水
俣
病
と
な
っ

項
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
判
断
し
た
。

上
告
人
ら
の
論
旨
は
、
原
審
の
上
記
判
断
は
、
水

質
二
法
、
県
漁
業
調
整
規
則
の
関
係
規
定
及
び
国
家

賠
償
法
一条
｣
-項
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で

あ
り
、
法
令
に
違
反
す
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
で
あ

る
。

④
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

国
又
は
公
共
団
体
の
公
務
員
に
よ
る
規
制
権
限
の

不
行
使
は
、
そ
の
権
限
を
定
め
た
法
令
の
趣
旨
、
目

的
や
、
そ
の
権
限
の
性
質
等
に
照
ら
し
、
具
体
的
事

情
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
不
行
使
が
許
容
さ
れ
る
限

度
を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
そ
の
不
行
使
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者

と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適

用
上
達
法
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

(最
高
裁
昭
和
六
一
年

(オ
)
第
三

五
二
条
平
成

元
年
三

月
二
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
･
民
集
四
三

巻
一
〇
号
=

六
九
頁
、
最
高
裁
平
成
元
年

(オ
)

第
三
一六
〇
号
同
七
年
六
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
判

決
･
民
集
四
九
巻
六
号
一
、
六
〇
〇
頁
参
照
)。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
上
告
八

国
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア

水
質
二
法
所
定
の
前
記
規
制
は
、
①
特
定
の
公

共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
が
原
因
と
な
っ
て
、
関

係
産
業
に
相
当
の
損
害
が
生
じ
た
り
、
公
衆
衛
生

は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
水
域

を
指
定
水
域
に
指
定
し
、
こ
の
指
定
水
域
に
係
る

水
質
基
準

(特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
等
か
ら

指
定
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
の
汚
濁
の
許
容
限

度
)
を
定
め
る
こ
と
、
汚
水
等
を
、
排
出
す
る
施

設
を
特
定
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
こ
と
い
っ

た
水
質
二
法
所
定
の
手
続
き
が
執
ら
れ
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
②
主
務
大
臣
が
、
工
場
排
水
規
制

法
七
条
、
三
一条
に
基
づ
き
、
特
定
施
設
か
ら
排

出
さ
れ
る
工
場
排
水
等
の
水
質
が
当
該
指
定
水
域

に
係
る
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い
と
き
に
、
そ
の

水
質
を
保
全
す
る
た
め
、
工
場
廃
水
に
つ
い
て
の

処
理
方
法
の
改
善
、
当
該
特
定
施
設
の
使
用
の
一

時
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
等
の
規
制

権
限
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

権
限
は
、
当
該
水
域
の
水
質
の
悪
化
に
か
か
わ
り

の
あ
る
周
辺
住
民
の
生
命
、
健
康
の
保
護
を
そ
の

主
要
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
適
時
に
勝
つ
適
切

に
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

イ

前
記
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
四
年
一

一
月
末
の
時
点
で
、
①
昭
和
三
一
年
五
月
一
日
の

水
俣
病
の
公
式
発
見
か
ら
起
算
し
て
も
既
に
約
三

年
半
が
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
、
水
俣
湾
又
は

そ
の
周
辺
海
域
の
魚
介
類
を
接
す
る
住
民
の
生

命
、
健
康
等
に
対
す
る
深
刻
か
つ
重
大
な
被
害
が



生
じ
得
る
状
況
が
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

上
告
入
国
は
、
現
に
多
数
の
水
俣
病
患
者
が
発
生

し
、
死
亡
者
も
相
当
数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
こ
と
、
②
上
告
人
国
に
お
い
て
は
、

水
俣
病
の
原
因
物
質
が
あ
る
種
の
有
機
水
銀
化
合

物
で
あ
り
、
そ
の
排
出
源
が
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
で
あ
る
こ
と
を
高

度
の
が
い
然
性
を
も
っ
て
認
識
し
得
る
状
況
に
あ

っ
た
こ
と
、
③
上
告
人
国
に
と
っ
て
、
チ
ッ
ソ
水

俣
工
場
の
排
水
に
微
量
の
水
銀
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
定
量
分
析
を
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
と
い
っ
た
事
情
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
チ
ッ
ソ
が
昭
和
三
四
年
三
一月

に
整
備
し
た
前
記
排
水
浄
化
装
置
が
水
銀
の
除
去

を
目
的
と
し
て
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
容
易

に
知
り
得
た
こ
と
も
、
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ

る
。そ

う
す
る
と
、
同
年
三

月
末
の
時
点
に
お
い

て
、
水
俣
湾
及
び
そ
の
周
辺
海
域
を
指
定
水
域
に

指
定
す
る
こ
と
、
当
該
指
定
水
域
に
排
出
さ
れ
る

工
場
排
水
か
ら
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
が
検
出
さ

れ
な
い
と
い
う
水
質
基
準
を
定
め
る
こ
と
、
ア
セ

ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
を
特
定
施
設
に
定
め
る

と
い
う
上
記
規
制
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要

な
水
質
二
法
所
定
の
手
続
き
を
直
ち
に
執
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
奏
す
べ
き
状
況
に
あ
っ

た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
手
続
き
に
要
す
る
期
間
を
考
慮
に
入
れ
て

も
、
同
年
一
二
月
末
に
は
、
主
務
大
臣
と
し
て
定

め
ら
れ
る
べ
き
通
商
産
業
省
大
臣
に
お
い
て
、
上

記
規
制
権
限
を
行
使
し
て
、
チ
ッ
ソ
に
対
し
水
俣

工
場
の
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
か
ら
の
工

場
排
水
に
つ
い
て
の
処
理
方
法
の
改
善
、
当
該
施

設
の
使
用
の
一
時
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
執

る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、し
か
も
、

水
俣
病
に
よ
る
健
康
被
害
の
深
刻
さ
に
か
ん
が
み

る
と
、
直
ち
に
こ
の
権
限
を
行
使
す
る
べ
き
状
況

で
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
時
点
で
上
記
規
制
権
限
が
行
使
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
以
降
の
水
俣
病
の
被
害
拡
大
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
た
こ
と
、
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
そ

の
行
使
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
被
害
が
拡

大
す
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ウ

本
件
に
お
け
る
以
上
の
諸
事
情
を
総
合
す
る

と
、
昭
和
三
五
年
一
月
以
降
、
水
質
二
法
に
基
づ

く
上
記
規
制
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、

上
記
規
制
権
限
を
定
め
た
水
質
二
法
の
趣
旨
、
目

的
や
、
そ
の
権
限
の
性
質
等
に
照
ら
し
、
著
し
く

合
理
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
の
適
用
上
達
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
項
に
よ
る
被
上
告
人
国
の
損

害
賠
償
責
任
を
認
め
た
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と

し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
上
告
人
国
の
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

1
1
-
-
ー
-

◎
次
に
、
上
告
人
県
の
責
任
に
つ
い
て
み
る
と
、
以

上
説
示
し
た
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
前
記
事
実
関
係
の
下

に
お
い
て
、
熊
本
県
知
事
は
、
水
俣
病
に
か
か
わ
る

前
記
諸
事
情
に
つ
い
て
上
告
入
国
と
同
様
の
認
識
を

有
し
、
又
は
有
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

同
知
事
に
は
、
昭
和
三
四
年
三
一月
末
ま
で
に
県
漁

業
調
整
規
則
三
二
条
に
基
づ
く
規
制
権
限
を
行
使
す

べ
き
作
為
義
務
が
あ
り
、
昭
和
三
五
年
一
月
以
降
、

こ
の
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
が
著
し
く
合
理

性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
上
告
人
県
が
国
家

賠
償
法
一
条
一
項
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と

し
た
原
審
の
判
断
は
、
同
規
則
が
、
水
産
動
植
物
の

繁
殖
保
護
等
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
摂
取
す
る
者
の
健
康
の
保
持
等
を
も
そ

の
究
極
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

点
に
関
す
る
上
告
人
県
の
論
旨
を
採
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

3

除
斥
期
間
の
起
算
点
に
つ
い
て

(争
点
3
)

①
被
上
告
人
ら
の
上
告
人
ら
に
対
す
る
請
求
に
つ
い

て
は
、
国
家
賠
償
法
四
条
、
民
法
七
二
四
条
後
段
所

定
の
除
斥
期
間
の
適
用
の
有
無
が
問
題
に
な
る
と
こ




